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はじめに

本報告は、現時点におけるいじめの問題に関する

総合的な取組をまとめたもの。学校関係者のみなら

ずできる限り多くの人々が様々な取組を積極的に推

進することを期待。

二十一世紀の日本、そして世界を担う子どもたち

一人一人の健やかな成長を社会全体で支援するとい

う考えに立ち、「今こそ、子どもたちのために我々一

人一人が行動するとき」。

Ⅰ　いじめの問題に関する
基本的な考え方

1　いじめアンケート調査等に見られる

いじめの背景　　　　　　

①　家庭における要因

基本的な生活習慣や生活態度が十分に教育されて

いないなど家庭のしつけが不徹底。

②　学校における要因

一人一人の個性、特性を伸ばす教育が十分に行わ

れていないこと。また、教師のいじめに関する基本

的認識が十分に徹底されておらず、学校教育の問題

との受けとめが弱い。

③　地域社会における要因

住民の連帯意識が希薄化するなどして、地域の教

育力が低下。都市化の進展等による子どもの遊びの

変化、生活体験の不足。

④　社会全体の要因

社会全体に「いじめは絶対許されない」という意
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識が不十分。異質なものを排除するという社会の同

質志向の意識にも問題。

2　いじめの問題に関する基本的認識

（1）「弱い者をいじめることは人間として絶対に

許されない」との強い認識に立つこと

どのような社会にあっても、いじめは許されない、

いじめる側が悪いという明快な一事を毅然とした態

度で行き渡らせる。いじめは子どもの成長にとって

必要な場合もあるという考えは認められない。また、

いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もい

じめる行為と同様に許されない。

（2）いじめられている子どもの立場に立った親身

の指導を行うこと

子どもの悩みを親身になって受け止め、子どもの

発する危険信号をあらゆる機会を捉えて鋭敏に感知

するよう努めること。自分のクラスや学校に深刻な

いじめ事件が発生し得るという危機意識を持つこと。

なお、いじめの件数が少ないことのみをもって問題

なしとすることは早計。

（3）いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを

有していること

いじめの問題の解決のために家庭が極めて重要な

役割を担う。いじめの問題の基本的な考え方は、ま

ず家庭が責任を持って徹底すること。家庭の深い愛

情や精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、親子の会

話や触れ合いの確保。

（4）いじめの問題は、教師の児童生徒観や指導の

在り方が問われる問題であること

社会の過度の同質志向を排し、個性や差異を尊重

する態度やその基礎となる新しい価値観を育てる指



導の徹底。道徳教育、心の教育を通してかけがえの

ない生命、生きることの素晴らしさや喜びなどにつ

いて指導。

（5）家庭、学校、地域社会など全ての関係者がそ

れぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取

り組むことが必要であること

いじめの解決に向けて関係者の全てがそれぞれの

立場からその責務を果たすこと。地域を挙げた取組

も急務。

Ⅱ　いじめの問題の解決に向けた具体的
な取組

1　家庭・地域社会

（1）家庭教育の重要性の再認識

善悪の判断や正義感、他人への思いやりや弱い者

を助ける勇気などを子どもに身に付けさせる一義的

な責任はまず家庭にあることの再認識。

（2）真の「心の居場所」となる家庭づくり

深い愛情と信頼で結ばれ、安らぐことのできる家

庭。今一度、子どもたちを温かく見守り、十分に目

を配ること。行事等への参加など積極的な親子の触

れ合い、特に父親の子育て参加と家庭におけるコミ

ュニケーションの重要性。全ての保護者が深刻ない

じめは自分の子どもにも起こり得るとの強い認識を

持つこと。

（3）家庭と学校の役割分担　　

家庭、学校、地域社会の適切な役割分担。学校は

学校としての責任を果たしつつ、家庭を側面から支

援すべき立場に立つ。

（4）地域を挙げた積極的な取組

子どもたちに様々な体験を得させるため、地域の

各種団体の活動の活発化や民間活力を生かした各種

のプログラムの展開などにより地域の実情に応じた

運動が積極的に展開されることを期待。

2　学校

＜学校運営改善の基本姿勢＞

学校は子どもにとって楽しく学び生き生きと活動

できる場でなければならず、いじめの問題の解決に

ついて大きな責任を有している。子どもの立場に立

った学校運営と開かれた学校への取組が基本的な姿

勢として特に重要。

①　子どもの立場に立った学校運営

いじめの問題は国公私立を通じどの学校にとって

も共通の課題。学校運営の在り方を子どもの立場に

立って見直し、改善すべきは思い切って改善してい

くこと。きめ細やかで「個に応じた生徒指導」の観

点からの見直しも必要。

②　開かれた学校

いじめは学校だけでは解決のできない問題であり、

いじめに関する様々な情報を適時提供するなど、保

護者や関係機関等と日常的な連携を確保し開かれた

学校づくりが必要。その際、学級や学年の風通しを

よくする取組、すなわち、『内なる開かれた学校』の

実現が大切。

（1）実効性ある指導体制の確立

①　学校を挙げた対応

校長のリーダーシップのもとに全ての教職員が日

頃から児童生徒の学校生活のきめ細かな把握に努め、

緊密な情報交換による共通理解の下、連携協力して

対応することが肝要。その際、それぞれの教職員の

役割分担や責任の明確化を図ること。

②　実践的な校内研修の実施

全教職員の共通理解と指導力の向上を図るため、

事例研究やカウンセリング演習など実践的な内容を

持った校内研修を積極的に実施することが必要。

③　養護教諭と保健主事の役割

「心の居場所」としての役割を果たしている養護

教諭を保健主事に充てるなど積極的に活用。また、

保健主事は、学校保健委員会を通じて学校医等との

連携協力を図るなど、その役割を十分に果たすこと。

④　関係機関等との連携の強化

カウンセリング等に関し専門的な知識・経験を有

する者や関係機関等との積極的な連携協力を行うこ

とが必要。また、特に深刻ないじめ事件については

警察との連携協力も大切であり、教師間や保護者と

の共通理解を得ておくこと。

（2）事実関係の究明等

①　事実関係の究明

いじめの問題の解決のためには、事実関係の正確

な究明が急務。友人関係等からの情報収集等を通じ、

事実関係の把握を迅速かつ正確に行うことが必要。

②　いじめ被害の相談等

全教職員がいじめられている児童生徒を必ず守り
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通すという毅然とした姿勢を示すとともに、情報収

集や実態把握に様々な工夫をすることが必要。

③　保護者とのきめ細かな連携

保護者からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に

耳を傾けることが必要。その上で、家庭やPTAの協

力を求め、関係者全員で取り組む姿勢が大切。

（3）いじめる児童生徒に対する適切な教育的指導

①　いじめる児童生徒への指導

いじめを行う児童生徒には、その心理を十分に理

解しつつ一定の教育的配慮をもって根気強く継続し

て指導することが大切。保護者の協力を求めて、必

要な場合には、校内での特別な指導も有効。しかし

一定の限度を超える場合には、いじめられている児

童生徒を守るために、出席停止や警察等との協力に

よる厳しい対応策をとることも必要。

②　児童生徒が自己存在感を持つことができる学

校運営及び学級経営

きめ細かな学習指導による全ての児童生徒が自ら

参加でき、分かりやすい授業。各自がそれぞれの役

割を持ち、存在感を感じることができるような学校

が求められる。なかでも学級経営の重要性、学級担

任の役割と責任を特に指摘。

（4）いじめられる児童生徒への弾力的な対応

①　緊急避難としての欠席

いじめを受けている児童生徒には、その後の学習

に支障を生じないよう十分な措置を講じつつ、緊急

避難としての欠席が弾力的に認められてよい。

②　学級替え等の弾力的運用

いじめられている児童生徒又はいじめている児童

生徒のグループ替えや座席替えのほか、学級替えを

行うことも必要。また、必要に応じて子どもの立場

に立った弾力的な学級編制替えも工夫されてよい。

③　「転校」措置の弾力的運用の徹底

いじめられている児童生徒の立場に立って，「転校」

措置の扱いについてこれまで以上に柔軟に対応して

いくことが必要。

④　卒業するまでの継続指導

当該児童生徒が卒業するまで、継続して十分な注

意を払うなど、いじめが完全になくなるまで注意深

く継続して徹底的に指導を行っていくことが必要。

（5）積極的な生徒指導等

①　学校教育活動全体を通じた指導

全ての児童生徒の人格のよりよき発達を目指す生
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徒指導の機能を、学校生活の全ての場で十分作用さ

せていくことが必要。

②　集団活動等の推進と子ども自身の取組の支援

学級活動（ホームルーム活動）や児童会・生徒会

活動など、自主性・主体性を育む活動を通じて、い

じめについて考えさせることは意義が大きい。また、

ボランティア体験や自然体験など人間関係や生活体

験を豊かなものとする教育活動を取り入れることも

重要。

③　信頼関係の醸成

教師が児童生徒の悩みを受け取るためには、まず

何よりも、全人格的な接し方を心がけ、日頃から児

童生徒との心のチャンネルを形成するなど深い信頼

関係を築くことが不可欠。正義感や思いやりの心を

クラス内に行き渡らせるように指導を徹底する。

④　児童生徒や保護者と触れ合う時間の確保

会議や行事の見直し等校務運営の効率化を図りつ

つ、何よりも児童生徒や保護者と触れ合う機会の確

保と充実に努めること。給食、遊び、清掃活動など

を通して児童生徒と触れ合うこと。

⑤　部活動を通じた指導と配慮

部活動の本来的機能を生かし適切に運営すること

は、いじめの問題に対する有効な方策となり得るも

のである。学校は、部活動指導においては、児童生

徒同士の人間関係や一人一人の個性に配慮するとと

もに、教師が部活動指導の多忙が理由で他の児童生

徒との触れ合いを不足させることがないよう、校務

分掌をはじめ学校全体として十分に配慮をする必要

がある。

⑥　子どもの仲間意識の変化

仲間意識や友人関係が変化してきており、信頼関

係の希薄化又は欠如がうかがわれることから、こう

した変化に注意しつつ、いじめの発見や適切な対応、

学級経営や指導方法の見直し等に努めること。

⑦相談しやすい体制づくり

教育相談室を生活指導室とは別の場所に設けたり、

部屋を相談しやすい雰囲気にするよう創意工夫する

など、児童生徒にとって相談しやすい体制を整える

こと。

（6）家庭・地域との連携協力

①　保護者への情報提供

いじめの問題は、問題を学校のみで解決すること

に固執することなく、家庭や地域と共同して解決を



図る姿勢が重要であり、日頃からいじめに関する情

報を十分に提供することが必要。

②　PTA等との連携協力

いじめの問題に関し学校と保護者や地域の代表者

との意見交換の機会を設けるほか、特に、PTAと学

校との実質的な連絡協議の場を確保して、積極的な

連携を図ることが必要。

③　懇談会等の持ち方

休日や学校外などのPTA懇談会や保護者面談の開

催など、開催時間や開催場所を見直して多くの保護

者が参加しやすいように工夫すること。

3　教育委員会

都道府県や市町村の教育委員会は、他の関係部局

との連携にも十分留意しつつ、教育委員会が一丸と

なっていじめの問題に対する取組を進めていくこと

が必要。

（1）家庭教育に対する支援の充実

家庭の教育力の回復や活性化を図ることは容易な

ことではないが、保護者や地域の人々に対する啓発

活動や支援方策を積極的に行うことが必要。学習機

会や情報の提供、相談体制の整備、親子の共同体験

の機会の充実など家庭の教育機能の充実を図る施策

を計画的に推進すること。

（2）学校での取組に対する支援の充実

①　学校の取組への恒常的支援

校内研修の講師としての指導主事や教育相談の専

門家の派遣、児童生徒や教員に対する相談事業の実

施等の具体的な支援を恒常的に行うこと。教育相談

員等で指導チームを編成するなど多様な取組を期待。

②　教職員配置を通じた学校への支援

生徒指導上困難な課題を有する学校には、管理職

の登用、教職員の加配、年齢や経験を考慮した教員

構成の在り方など人事面を通じた学校への積極的支

援が必要。

③　学校における取組状況の点検

学校の取組状況の点検を行い、学校の積極的な取

組を促すことが必要。また、諸会議の開催や調査報

告の求め方、各種の調査研究の在り方、教員研修の

体系化など学校の多忙な状況に配慮した対応につい

て積極的に検討し、できるところから改善すべき。

④　出席停止及び「転校」措置の弾力的運用

深刻ないじめを行う児童生徒に対しては、緊急や

むを得ない措置としての出席停止を含む毅然とした

厳しい指導が必要な場合があること。その場合には、

趣旨の説明や事前の意見の聴取などに配慮すべきこ

と。また、いじめを受けている児童生徒を守る方法

の一つとして「転校」措置を講ずることに躊躇すべ

きではないことを改めて指摘することが必要。

（3）効果的な教員研修の実施

あらゆる段階にわたり、できる限り多くの教員が

いじめの問題に関する実践的な研修を受講できるよ

う施策の充実を図ることが必要。その際、管理職研

修はもちろん、受講対象者に応じたきめ細かで効果

的なプログラムを用意することが必要。

（4）教育相軟体制の充実

①　相談体制の整備と周知

教育相談員の配置を積極的に進めるなど、教育委

員会や教育センター等の相談体制の一層の整備・充

実を図ること。利用者の相談ニーズに配慮し、相談

時間を延長するなど相談窓口の開設時間の工夫等が

必要。

②　学生などの参加による教育相談

教育センター等の相談員や臨床心理士などの指導

助言の下に、教員養成学部の学生など児童生徒に比

較的年齢の近い者を相談相手とする方策も効果が期

待される。

③　適応指導教室等との連携

適応指導教室や民間施設で同様の活動を行う施設

には、いじめに関わって登校拒否（不登校）となっ

ている児童生徒も含まれていると考えられることか

ら、今後は従来にもましてこれらの施設との指導面

でのより一層緊密な連携を図ることが必要。

④　相談機関と学校及び相談機関相互の連携

問題のより適切な解決のため、相談機関、学校、

教育委員会等の有機的な連携が必要。

（5）学校外における多様な教育活動の充実

青少年関係団体等とも協力しながら、異年齢間の

交流事業など学校外における多様な体験活動や集団

活動の機会を積極的に提供していくことが必要。

4　国

（1）一人一人を大切にし、個性を生かす教育の充

実

学校教育において真に一人一人を大切にし、個性

を生かす教育を一層充実するため、教職員の配置改
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善など教育条件の整備を図るとともに、様々な体験

活動等を推進することが重要。また、学校の多忙な

状況に配慮した対応について国も積極的に検討し、

改善すべき。

①　就学すべき学校の指定の変更等の弾力的な運

用

就学すべき学校の指定の変更や区域外就学といっ

た措置が子どもの立場に立って弾力的に運用される

よう関係者への周知の徹底を図ることが必要。

②　いじめられている子どもに対する適切な学習

の機会の確保

いじめにより学校に通うことが困難となっている

児童生徒が、一時的に緊急避難し、適切な学習の機

会を確保するための『やすらぎの教室（いじめサン

クチュアリ）』（仮称）の在り方等について、国とし

て速やかな調査研究が必要。

③　中学校卒業程度認定試験の有効な活用

いじめによってやむを得ず長期にわたって登校で

きなくなった生徒についても、中学校卒業程度認定

試験の制度が有効に活用されることを検討すること

が必要。

（2）教員の資質・能力の向上

①　教員養成の充実

教員養成の段階において、いじめの問題について

の具体的な指導の在り方等を身に付けることは極め

て重要。このため、関連科目の充実や教育実習の期

間や内容等について十分に検討することが必要。ま

た、大学の取組を支援するため、教育実践総合セン

ターの設置をさらに進めることを簸待。

②　教員採用における留意事項

生徒指導やカウンセリング等を円滑に実施するた

めには、豊かな個性や魅力ある人間性といった資質

が大切であり、教員採用に当たっては、人物評価重

視の考え方の徹底が必要。

③　教員研修の効果的実施

いじめの問題に関する体系的な研修及び中核的・

指導的な役割を果たす人材を育成するための専門的

な研修の一層の充実が必要。養護教諭に対する初任

時、中堅時期における研修も充実が必要。
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（3）教育相談体制の整備

教育相談体制の整備を図るため、スクールカウン

セラーの拡充やきめ細かい調査研究、専用の教育相

教室等の整備、国立教育会館のいじめ問題対策情報

センターの充実、教育相談員配置の地方財政措置の

一層の拡充などが必要。

（4）家庭・学校・地域社会の連携の推進

地域を挙げたいじめの問題への取組を支援するた

め、「いじめ対策地域連携モデル市町村」事業の一層

の充実や家庭教育に関する支援の在り方についての

調査研究の実施、青少年団体やスポーツ団体の活動

の一層の振興に努めていくことが必要。

（5）関係省庁との一層の連携

児童生徒のいじめ問題に関する関係閣僚会合や青

少年対策推進会議、非行等問題行動対策関係省庁連

絡会議などの会議を一層活用し、関係省庁との一層

の連携を図りつつ、取組の強化が図られることを期

待。

おわりに

①　企業

企業も社会的な存在として、いじめの解決に向け

たキャンペーンの実施又は積極的な協力を期待。ま

た、社員の家庭教育への参加を促すような環境づく

りに積極的に取り組むことを期待。

②　マスコミ

情報化が進展する中で、各種メディアが子どもに

与える影響は極めて大きい。報道の自由や表現の自

由は尊重されなければならないが、子どもの自殺報

道やテレビのバラエティ番組を制作する際の配慮な

ど、子どもの豊かな人間性の涵養を図るため、関係

者の理解と協力を強く求めたい。なお、企業と同様

キャンペーンへの協力を求めたい。

③　大人の一人一人

いじめの問題は、自己中心的な風潮や連帯感の希

薄化、また、「いじめは許されない」ということを社

会全体のルールとして確立すること、さらに、過度

の同質志向の排除など、大人の一人一人に対して大

きな意識の変革を迫っていること。同時に大人の一

人一人が、それぞれの立場で、その責務を自覚し、

まず可能な取組を行うことを期待。


